
 

 

 

発信日：2023 年 11 月 28 日 

《福岡県外国人技能実習生受入組合連絡協議会》 情報通信 第 183 号-続報㉑

 

情報通信第 183 号の続報です。11/24「技能実習制度及び特定技能制度の在り 

方に関する有識者会議 16 回目において「最終報告書（案）」が公表されました。 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00005.html 

 

１０ その他（新たな制度に向けて） 
【提言】 

① 政府は、現行の技能実習制度から新たな制度への移行に当たっては、人権侵害行為に対しては現

行制度下でも可能な対処を迅速に行う一方で、現行制度が長年にわたって活用されてきたという経緯

や、現在も多くの 技能実習生が受け入れられているという実態に留意し、移行期間を十分に確保す

るとともに、丁寧な事前広報を行う。 

② 政府は、現行制度を利用している外国人や受入れ機関等に不当な不利益を生じさせず、また、制

度の移行による急激な変化を緩和するため、本人の意向による転籍の要件である同一の受入れ機関で

の就労期間（上記 ４の提言③ア）について、当分の間、受入れ対象分野によっては１年を超える期

間を設定することを認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討する。 

③ 政府は、新たな制度及び特定技能制度について、制度の趣旨、内容等を適切に国内外に情報発信

することにより、外国人本人その他関係者の制度に対する理解を促進し、これによって制度目的が着

実に達成されるようにするとともに、制度に対する誤解等を招くことのないようにする。 

④ 政府は、新たな制度の施行後も、他の外国人材の受入れ制度との整合性を含め、新たな制度が制

度趣旨・目的に照らして円滑かつ適切に運用されているか否かにつき、不断の検証と必要な見直しを

行う。 

 

今回のテーマ「技能実習法の施行状況検討の時期」について 

 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00005.html

